
■正誤表

頁 行 誤 正

4 上から5行目 （その損害を賠償する義務を負う） （これによって生じた損害を賠償する義務を負う）

6 下から2行目 知的想像物 知的創造物

7 上から17行目 知的想像物 知的創造物

67 上から6行目 執拗に勧誘され 執拗な勧誘がなされ

74 注90上から3行目 労基3条 労基13条

93 下から5行目 Xが仮登記を経た Yが仮登記を経た

96 図4-30
①94条2項でAB間……Dは保護の余地なし
②それとも，CとDは登記を……とすれば可
能）

①それとも，CとDは登記を……とすれば可能）
②94条2項でAB間……Dは保護の余地なし
　　　　（①と②を入れかえる）

120 注145下から3行目 Aがこの制限を知らなかった以上は， Xがこの制限を知らなかった以上は，

129 図8-8
動機の錯誤の部分の括弧書き部分

（ちゃんと意思表示あり） （ちゃんと表示意思あり）

130 下から7行目 ③動機の錯誤か内容に錯誤か ③動機の錯誤か内容の錯誤か

132 注158上から5行目 動機が表示さえ 動機を表示さえ

135 上から５行目 解除が肯定されている。 解除を肯定している。

139 注170上から1行目 事案は，借地権の譲渡において 事案は，借地の譲渡において

139 注170上から2行目 借地権の譲渡契約について 借地の譲渡契約について

198 図13-4① 第三者と 第三者に

199 上から10行目 権限愉悦 権限踰越

218 上から５行目 １カ月後の 応当日の前日である

218 上から５行目 3月25日 3月24日

218 上から6行目 26日の午前零時 25日の午前零時

218 上から6行目 2月29日に1年間と約束 2月28日に1年間と約束

252 注314下から5行目 と考えればよい と考えればよかった
252 注314下から3行目 適用すればよい 適用してもよい

平野裕之著『コア・テキスト民法Ⅰ　民法総則』第１刷に誤りがございましたので，お詫びして訂正いたします。



253 上から7行目 162条１項 162条２項
277 上から３行目 （民訴147条） (→注342)
300 注375下から5行目 しかし、現在のドイツでは 現在のドイツでは


